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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】多くの情報を収集処理できるカードを利用し、
社員が交通機関を利用した場合の情報を迅速に得ること
ができる運行業務管理装置を提供する。
【解決手段】運行業務管理装置１は、交通手段の利用を
可能にする有価価値を記憶したカードから乗客が利用し
た運賃を減算処理するカード処理装置２，３を備えると
共に、前記カード処理装置２，３にて処理した運賃に関
するデータを記憶する運行実績記憶手段６，５０とを備
えた運行処理装置１０と、前記運行実績記憶手段からの
データを収集し演算処理する運営端末装置２５と、を備
えた運行業務管理装置１において、前記カード処理装置
２，３にて読み込み可能であると共に、社員であること
を識別する情報が書き込まれた社員カード４０を設け、
前記運行処理装置１０は、乗客により利用された運賃の
データか、社員が利用した運賃のデータかを識別し、社
員が利用した場合には前記社員カード４０に基づき前記
運行実績記憶手段６，５０に、運賃に関する情報５８，
１０５と共に社員が利用したことを示す情報５７を記憶
することができる運行管理装置１である。



(2) JP 3142452 U 2008.6.12

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
交通手段の利用を可能にする有価価値を記憶した記憶媒体から乗客が利用した運賃を精算
処理する記憶媒体処理装置を備えた運行業務管理装置において、
　前記記憶媒体処理装置は、
　社員であることを識別する情報が書き込まれた社員用記憶媒体の記録情報を読み取る読
取手段と、
　当該読み取り手段から入力された情報が、乗客の情報か、社員の情報かを判別する判別
手段と、
　当該判別手段により社員の情報であると判断した場合には、運賃に関する情報と共に社
員が利用したことを示す情報を記憶する運行実績記憶手段と、
　を備えたことを特徴とする運行業務管理装置。
【請求項２】
前記社員用記憶媒体に乗務員が運行するか否かの情報を付与すると同時に、勤務管理デー
タベースに勤務の状況を勤務履歴として記憶処理する勤務管理装置を設けたことを特徴と
する請求項１記載の運行業務管理装置。
【請求項３】
前記運行実績記憶手段から収集したデータに基づいて集計処理する運営端末装置を備えた
ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の運行業務管理装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道やバス会社が、ＩＣカード等を利用した記憶媒体により、乗客だけでな
く乗務員を含め運行業務に関わる情報の管理及び処理を行うための運行業務管理装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　磁気カードやＩＣカードの普及に伴い様々な情報が収集又は処理をすることができるよ
うにってきた。そして、自社のバスや鉄道会社においても、これら情報システムを利用し
て、乗客の運賃の処理や売上げデータの処理を迅速に行うことができると共に、顧客情報
の管理により多岐に亘るサービスを提供できるようになってきた。また、乗客の顧客管理
や運賃処理だけでなく、乗務員の運行や勤務割り当ても併せて管理することができるよう
にもなってきた。
【０００３】
　例えば、乗務員が所有している乗務員カードには、乗務員カードに書き込まれる情報を
バスに搭載されるカード処理機で読み取ることにより運行するバスの勤務割り当てや、停
留所のデータ、料金データが書き込まれており、バスに搭載される記憶装置にその情報が
記憶される。そして、その記憶されたデータに基づいて行き先表示の設定等の運行前の準
備が行われる。
【０００４】
　また、運行時には、乗客が所有するカードから運賃を引き落とした運賃データや乗客の
利用状況のデータ等を乗務員カードに記憶し、運行終了後には、その乗務員カードを営業
所に設置されている端末で記憶処理し、以降の運行管理やバス会社の経営情報に役立てる
ようになっている（例えば、特許文献１）。　
【０００５】
　ところで、バスや鉄道会社の社員の場合には、社員の福利厚生や交通費の支給の代替え
等の理由により鉄道やバスが無賃で利用できる会社もあるが、これら従業員数が多ければ
、従業員に対して社員の福利厚生や交通費の支給の代替え等で使用される料金は、本来利
益として得られる額に換算するとかなりの金額にのぼることが予想される。従って、現状
を把握することで将来に対する経営の指針やこれら社員に対する料金を見直すといった経
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営上の情報として役立つことは充分に考えられる。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２０８０９６号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、これら従来の運行業務管理装置では、社員は無賃で乗車する場合に、乗
務員に専用カードを提示し目視により、金銭を支払わずに処理が行われていた。そのため
、無賃乗車した情報を記録しようとすると、乗務員の処理が繁雑となる等の理由から、社
員がバスを利用した際の運賃に関する情報を得ることができなかった。
　そこで、本考案は、多くの情報を収集処理できるカード等の記憶媒体を利用し、社員が
自社の交通機関を利用した場合の情報を迅速に得ることができる運行業務管理装置の提供
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の運行業務管理装置（１）は、交通手段の利
用を可能にする有価価値を記憶した記憶媒体（３０）から乗客が利用した運賃を精算処理
する記憶媒体処理装置（１０）を備えた運行業務管理装置（１）において、前記記憶媒体
処理装置（１０）は、社員であることを識別する情報（４２）が書き込まれた社員用記憶
媒体（４０）の記録情報（４１）を読み取る読取手段と（２，３，Ｓ１）、当該読み取り
手段から入力された情報が、乗客の情報か、社員の情報かを判別する判別手段（Ｓ３）と
、当該判別手段（Ｓ３）により社員の情報であると判断した場合には、運賃に関する情報
（５４，５６，５８，１０５）と共に社員が利用したことを示す情報（４２，５７）を記
憶する運行実績記憶手段（６，５０）と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の運行業務管理装置（１）は、前記社員用記憶媒体（４０）に乗務員が運
行するか否かの情報（４７，４８）を付与すると同時に、勤務管理データベース（８０）
に勤務の状況を勤務履歴として記憶処理する勤務管理装置（２１）を設けたことを特徴と
する。
【００１０】
　請求項３記載の運行業務管理装置（１）は、前記運行実績記憶手段（６，５０）から収
集したデータに基づいて集計処理する運営端末装置（２５）を備えた特徴とする。
【考案の効果】
【００１１】
　請求項１記載の運行業務管理装置は、乗客により利用された運賃のデータか、社員が利
用した運賃のデータかを識別し、社員が利用した場合には社員用記憶媒体に基づき運行実
績記憶手段に、運賃に関する情報と共に社員が利用したことを示す情報を記憶したので、
自動で社員が利用した運賃のデータが収集でき、乗務員の手を煩わさせることがなく迅速
に処理が可能である。
【００１２】
　請求項２記載の運行業務管理装置は、請求項1の効果に加え、社員用記憶媒体に乗務員
が運行するか否かの情報を付与すると同時に、勤務管理データベースに勤務の状況を勤務
履歴として記憶する勤務管理装置を設けたので、乗務員が、出勤した際、勤務の関わる情
報として出勤時の情報の記憶処理と、運行業務に関わる情報としての書き込み記憶処理と
の、双方の処理を一度にしかも同時に処理することができるので、これら情報の処理の迅
速化に繋がる。
【００１３】
　請求項３記載の運行業務管理装置は、請求項１又は請求項２の効果に加え、前記運行実
績記憶手段から収集したデータに基づいて集計処理する運営端末装置を備えたので、様々
なデータの加工が可能であり、得られたデータを基にバス会社は、経営に必要な情報とし
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て活用することができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１乃至図２に基づいて運行業務管理装置１のシステム構成について説明する。
　運行業務管理装置１は、運行処理装置１０と総合管理システム装置２０とによって構成
されており、図１に示す運行処理装置１０は、バスに搭載されているシステム構成の一例
を示しており、図２に示す総合管理システム装置２０は、バス運行会社の営業所や本店に
設置されるシステム構成の一例である。
【００１５】
　以下、図１に基づきバスの運行に利用される運行処理装置１０について説明する。
　運行処理装置１０は、乗客が停留所から乗り込んだ際、有価価値の情報が記載された非
接触ＩＣカード（磁気カード等）３０の情報を記憶処理する乗車側カード処理装置２と、
乗客が降りる際、乗車側カード処理装置２で提示された非接触ＩＣカード３０のデータに
基づいて運賃を精算処理する降車側カード処理装置３とで構成されている。
【００１６】
　乗車側カード処理装置２は、非接触ＩＣカード（磁気カード等）３０に対して読み書き
可能なカードリーダライタ１１ａと接続された乗車側処理部４が設けられている。乗車側
処理部４は、降車側カード処理装置３の記憶部６と接続されている。
【００１７】
　降車側カード処理装置３は、カードを読み書き可能なカードリーダライタ１１ｂと運賃
処理の結果を表示する液晶モニタ８と、降車側処理部５とで構成されている。降車側処理
部５は、液晶モニタ９やカードリーダライタ１１ｂ等を操作処理するＣＰＵが内蔵されて
おり、ＣＰＵとバス接続された記憶部６やカレンダー機能部７も備えている。カレンダー
機能部７は、内蔵された時計によって年月、日時のカレンダー機能を持っている。
　降車側処理部５は、メモリカードリッジ５０に記憶されたデータや記憶部６のデータと
の授受を行うことができるようメモリカードリッジ５０と接続することができる構造とな
っている。
【００１８】
　以下、図２に示す総合管理システム装置２０について説明する。
　総合管理システム装置２０は、データを統合管理する社内サーバ６０と、社内サーバ６
０と接続された勤務管理装置２１と、運行管理装置２３と、運営端末２５とで構成されて
いる。
　勤務管理装置２１は、社員カード４０に対して読み書き可能なカードリーダライタ１１
ｃと接続され、勤務管理装置２１には、読み取ったデータを処理する勤務管理処理部２２
が設けられている。
【００１９】
　運行管理装置２３は、メモリカードリッジ５０を媒体として運行処理装置１０とデータ
の授受を行うことができるようにメモリカードリッジ５０と接続することができる運行管
理装置処理部２４が設けられている。
【００２０】
　社内サーバ６０は、勤務管理データベース８０、運行管理データベース１００、運賃管
理データベース１２０、顧客管理データベース１４０で構成されたデータベースが格納さ
れている。そして、いずれのデータもデータベース間でリンクされている。
　運営端末２５は、全てのデータベース（８０，１００，１２０，１４０）に格納される
データとアクセスすることができるように接続され、帳票出力や表示処理やデータ加工が
可能な機能を有している。
【００２１】
　図３に示すように、勤務管理データベース８０には、社員カード４０に記載されている
ＩＤ毎に管理されたデータが格納され、日付毎に、勤務状況の記録として勤務履歴データ
８３（出勤時間、退勤時間、遅刻、早退、休暇等のデータ）や無賃乗車履歴データ８１と
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して系統データ１０３、乗車地データ５４、降車地データ５６、運賃区間コードデータ１
０５、個別売上げデータ５８等のデータが格納されている。
【００２２】
　図４に示すように、運行管理データベース１００には、運行を行った社員がわかるよう
に社員カード４０に記載されているＩＤと同一のＩＤデータ４２、氏名データ４３、系統
データ１０３、運行が行われた日付を示す日付データ１０８、始発時間を示す始発時間デ
ータ１０９、帰着時間を示す帰着時間データ１１０、運行コードデータ１０７等の実績を
示すデータが格納されている。また、運行計画を立てるための基本となるデータとして、
バスの路線番号示す系統データ１０３、停留所をコードで示す停留所コードデータ１０４
、系統別及び出発時間毎に区別された運行をコードで示す運行コードデータ１０７のデー
タが格納されている。
【００２３】
　運賃管理データベース１２０には、全区間の運賃を計算するための基本データとなる運
賃区間データ１０５の運賃を計算するための運賃に関するデータが格納されている。　
　顧客管理データベース１４０には、顧客に対する情報として、氏名、住所、年齢、生年
月日、利用期間等のデータが格納されている。
【００２４】
　社員カード４０は、非接触のＩＣカードによって構成され、データの読み書きができる
記憶媒体で構成されている。
　図５に基づいて社員カード４０に記憶されるデータの内容を説明すると、社員カード４
０に記憶されるデータの記憶領域には、基本データ記憶領域４４と、勤務データ記憶領域
４５と、運行データ記憶領域４６とが設けられている。基本データ記憶領域４４には、社
員固有のデータとしてＩＤデータ４２（社員コード）、氏名データ４３、カードのセキュ
リティとして人物を識別したり証明するためのデータ（指紋や網膜等）が格納される人物
認識データ等のデータが格納されている。
【００２５】
　勤務データ記憶領域４５には、出勤日、出勤時間、退勤時間等がデータとして格納され
ている。運行データ記憶領域４６には、勤務管理装置２２により運行日であるか否かを判
別し書き込まれた運行フラグデータ４７や運行日である場合の日付を示す運行日データ４
８が格納されている。
【００２６】
　メモリカードリッジ５０は、携帯可能な記憶媒体でありデータの読み書きができるフラ
ッシュメモリ等で構成されている。
　図６に示すように、メモリカードリッジ５０は、記憶データとして、運行処理装置１０
が運行処理する際に必要となる基本的なデータを格納する運行基本データ記憶領域５１と
、運賃基本データ記憶領域５２と、運行の際に処理したデータを記憶するための売上げデ
ータ記憶領域５３とが設けられている。
【００２７】
　図７に基づいて、運行基本データ記憶領域５１に格納されているデータの一例として運
行基本データ１０１を示す。運行基本データ１０１は、バスの路線番号示す系統データ１
０３、停留所をコードで示す停留所コードデータ１０４、運賃区間をコードで示す運賃区
間コードデータ１０５、系統別及び出発時間毎に区別された運行をコードで示す運行コー
ドデータ１０７が示されている。
　運賃基本データ記憶領域５２には、ここでは示さないが運賃区間コードデータ１０５に
基づいて運賃を算出する換算表が格納されている。
【００２８】
　図８に基づいて、売上げデータ記憶領域５３に格納されているデータの一例として売上
げデータ５９を示す。売上げデータ５９は、系統データ１０３、乗客が乗車の際停留所コ
ード１０４から識別される乗車地データ５４、カードのＩＤデータ４２だけではなく整理
券が所有する個々の固有体番号としてデータを示す固有体番号データ５５、乗客が降車の
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際停留所コード１０４から識別される降車地データ５６、無賃乗車いわゆる社員が無償で
利用したものであるか否かを示す無賃乗車フラグデータ５７、運賃に関するデータとして
の運賃区間コードデータ１０５、運賃区間コードデータ１０５に基づいて算出された運賃
を示し、運賃に関するデータとしての個別売上げデータ５８が示されている。
【００２９】
（出勤時における社員カード処理及び運行処理）
　次に、出勤時における社員カード処理及び運行処理を示すと、乗務員は、社員カード４
０をタイムカードの替わりとして、社員カード４０に記憶されている基本データ記憶領域
４４からＩＤデータ４２、氏名データ４３、人物認識データ（暗証番号データ、指紋照合
データ等）等を勤務管理装置２１のカードリーダライタ１１ｃから読み取らせることによ
って、勤務管理処理部２２で加工され社内サーバ６０の勤務管理データベース８０に、Ｉ
Ｄデータ４２、氏名データ４３、勤務日や出勤時間が図３に示される勤務履歴データ８３
のデータの一部として記憶される。
【００３０】
　また、同時に社員カード４０には、勤務データ記憶領域４５と運行データ記憶領域４６
に、出勤日、出勤時間、運行フラグデータ４７、勤務管理装置２１で判定された運行日と
しての運行日データ４８がデータとして記憶される。乗務員が運行するか否かの情報とし
ては、運行フラグデータ４７又は運行日データ４８が挙げられる。
【００３１】
　更に、乗務員は、運行管理データベース１００に基づいて予め作成された運行計画に沿
って、運行を行うようになっているため、運行管理データベース１００、運賃管理データ
ベース１２０、顧客管理データベース１４０から、本日の運行に必要なデータを抽出し格
納されたメモリカードリッジ５０が乗務員に手渡される。そして、乗務員がメモリカード
リッジ５０に格納されたデータをバスの運行処理装置１０に記憶させることで運行の準備
が整うことになる。
【００３２】
（運行時における社員カード処理及び運行処理）
　次に、運行時のカード処理について図１０から図１３のフローチャートに基づいて説明
する。
【００３３】
　図１０に示すフローチャートは、社員カード４０又は非接触ＩＣカード３０を読み取り
した際のカード処理を示している。
　乗務員は、上述した社員カード４０を運行処理装置１０にあるカードリーダライタ１１
ａ，１１ｂのいずれかに読み込ませることによって（Ｓ１）、社員であるか否かを判別す
る（Ｓ３）。その際の判別方法としては、ＩＤ番号の桁数によって判断する方法であり、
ＩＤデータ４２が１０００番台のものは社員であると判別し、その他の桁番号は乗客であ
ると判断される。
【００３４】
　そして、社員でなければ、すなわち乗客であれば（Ｓ３のＮＯ）運賃処理により移行し
、運賃を徴収する処理に移行し（Ｓ１０）、通常の運賃を精算しＩＤカードの番号又は金
銭により処理される旨の情報、乗車地、降車地、運賃区間、売上げ等が記憶部６に売上げ
データ５９として記憶される。
　社員である場合（Ｓ３のＹＥＳ）には、運行フラグデータ４７のデータがフラグがある
か否か、すなわち運行フラグデータ４７が１であるか否かを判別し（Ｓ５）、運行フラグ
がなければ（データが０であるならば）運行処理装置１は、無賃乗車であると判断して（
Ｓ５のＮＯ）、後述する無賃処理（Ｓ２０）に移行する。
【００３５】
　一方、運行フラグがあれば（データが１であるならば）（Ｓ５のＹＥＳ）、社員カード
４０の運行日付データ４８の日付を読み取り（Ｓ７）、運行処理装置１０のカレンダー機
能部７の日付と比較し（Ｓ９）、運行日付データ４８の日付とカレンダー機能部７の日付
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とが一致していれば（Ｓ９のＹＥＳ）、運行処理に移行し（Ｓ３０）、運行日付データ４
８の日付とカレンダー機能部７の日付とが一致していなければ（Ｓ９のＮＯ）、後述する
無賃処理に移行する（Ｓ２０）。
【００３６】
　次に、図１１に示す運行処理（Ｓ３０）について説明すると、運行処理（Ｓ３０）は、
運行の開始時と終了時に操作される処理であり、社員カード４０のＩＤデータ４２が一致
するか否かを判別する（Ｓ３１）。すでに運行処理装置１０に記憶された社員カード４０
のＩＤデータ４２と一致する場合（Ｓ３１のＹＥＳ）、すなわち運行を終了する場合には
、乗務員が再度社員カード４０をカードリーダライタ１０ａ，１０ｂのいずれかに読み込
ませた場合、運行を終了する意志があるとして判断される（Ｓ３１のＹＥＳ）。
【００３７】
　そして、運行を終了するのであれば、運行処理装置１０に設けられたボタン等の操作に
より運行の終了が選択され（Ｓ３５のＹＥＳ）、記憶部６に記憶されていた売上げデータ
５９と共に終了時間が、メモリカードリッジ５０内の売上げデータ記憶領域５３に記憶さ
れ、またメモリカードリッジ５０内の図示しない記憶領域にＩＤデータ４２も記憶される
（Ｓ３６）。そして、記憶部６に記憶されていた全データは、メモリカードリッジ５０内
に全て記憶され、記憶部６のデータは全てクリアされ、運行が終了される（Ｓ３７）。
　一方、操作が誤りである場合には、運行処理装置１０に設けられたボタン等の操作によ
りキャンセルされ（Ｓ３５のＮＯ）、カード処理に戻る。
【００３８】
　また、運行処理装置１０に記憶された社員カード４０のＩＤデータ４２と一致しない場
合（Ｓ３１のＮＯ）、すなわち運行を開始する場合であり、後述するエラー処理（Ｓ４０
）を通過すれば、運行を行った者として、社員カード４０のＩＤデータ４２を設定し（Ｓ
３３）、社員カード４０のＩＤデータ４２が運行処理装置１０の記憶部６に記憶される（
Ｓ３４）。
【００３９】
　次に、無賃処理（Ｓ２０）を図１３に基づいて説明する。先ず、乗車時であるか否かを
判定し（Ｓ２１）、乗車時であれば（Ｓ２１のＹＥＳ）、エラー処理に移行する（Ｓ４０
）。エラー処理を通過すれば、社員カード４０のＩＤデータ４２が運行処理装置１０の記
憶部６に記憶される（Ｓ２３）と同時に、乗車地の停留所コード１０４が乗車地データ５
４として記憶される（Ｓ２４）。
【００４０】
　一方、降車時には（Ｓ２１のＮＯ）、運行処理装置１０の記憶部６に記憶された社員カ
ード４０のＩＤデータ４２を検索し（Ｓ２５）、降車地の停留所コード１０４が降車地デ
ータ５６として記憶部６に記憶される（Ｓ２６）と同時に、運賃区間コードから運賃区間
データ１０５を算出して記憶部６に記憶される（Ｓ２７）。そして、運行処理装置１０は
、無賃乗車であることを示す情報として無賃乗車フラグデータ（データとしては１）５７
を付与して記憶部６に記憶し（Ｓ２８）、無賃処理（Ｓ２０）を終了する。
【００４１】
　次に、エラー処理（Ｓ４０）を図１２に示し説明する。エラー処理（Ｓ４０）は、読み
込まれた社員カード４０のＩＤデータ４２とネガリストとのデータの中に一致するデータ
があるか否かを判別している（Ｓ４１）。そして、読み込まれた社員カード４０のＩＤデ
ータ４２とネガリストとが一致する場合には（Ｓ４１のＹＥＳ）、図１４に示すように運
行処理装置１０の記憶部６に記憶されたエラーコードを参照し、エラーメッセージを運行
処理装置１０の液晶モニタ８の表示部９に表示し、乗務員に注意を促している（Ｓ４２）
。
【００４２】
　一方、読み込まれた社員カード４０のＩＤデータ４２とネガリストとが一致しない場合
には（Ｓ４１のＮＯ）、社員カード４０が正常なカードであると判断して各処理に移行す
る。



(8) JP 3142452 U 2008.6.12

10

20

30

40

50

【００４３】
　ここで、ネガリストとは、使用を禁止しているカード情報のことを示しており、例えば
、紛失によって使用を制限されるカードの番号や、使用期限の経過により使用することが
できなくなったカード番号等のデータを収集したデータのリストである。
　ネガリストは、メモリーカードリッジ５０に情報として書き込まれており、運行開始時
には記憶部６へデータとして記憶される。　
【００４４】
（退勤時における運行処理及び社員カード処理）
　運行処理をすべて終え、勤務も終える場合には、社員カード４０に記憶されている基本
データ記憶領域４４から、勤務管理装置２１のカードリーダライタ１１ｃによってデータ
を読み取らせることで、勤務管理処理部２２で加工され社内サーバ６０の勤務管理データ
ベース８０に、ＩＤデータ４２、氏名データ４３、退勤時間等が、図３に示される勤務管
理データ８３のデータの一部として格納される。同時に、社員カード４０の運行フラグデ
ータ４７が書き換えられ、データが０すなわち運行する者ではないことを示している。
【００４５】
　また、乗務員は、メモリカードリッジ５０に納められている記憶内容を運行管理装置２
３により読み込ませ、運行した際の売上げデータ５９や運行した運行者となるカードＩＤ
（社員コード）４２等を社内サーバ６０内の各データベース（８０，１００，１２０，１
４０）に記憶させ運行業務を終了する。
【００４６】
（総合管理システム装置における運行処理及び社員カード処理）　
　総合管理システム装置２０では、運営端末２５によって社内サーバ６０に格納されてい
る各データベースから様々な情報を加工し、知りたい情報を帳票として出力したり、画面
上に表示される。
【００４７】
　例えば、図９に示すように、運営端末２５によって運行してきたバスの売上げの集計を
売上票６１として画面表示や帳票として出力表示することができる。ここでは、売上げの
金額、純売上げの金額、カードによる売上げを示すカード売上げ、金銭による売上げを示
す金銭売上げの金額、無賃乗車により社員が利用した運賃の売上げの金額の合計が示され
ている。
　そして、１運行だけでなく、日毎、月毎の全運行における料金合計等の経営に必要な情
報が、表示又は帳票出力される。
【００４８】
　また、図４又は図７に示す運行に関するデータだけでなく、図３に示すように、乗務員
を含む社員の勤務状況や社員個別の無賃乗車の利用状況や個人の月毎のバスを利用した金
額の集計となる無賃乗車個別集計データ８２等も運営端末２５によって加工処理（帳票・
表データ等）される。また、同日（１月９日）に複数回バスを利用した場合でも、乗車地
、降車地や運賃等詳細に加工処理することができる。
【００４９】
（本実施形態から把握される効果）　
（１）本実施形態の運行業務管理装置１は、乗客が利用している運行処理装置１をそのま
ま利用し、社員が利用したデータを自動で処理及び収集することができるので、乗務員の
手を煩わさせることなく、また特別な装置を設ける必要がない。
【００５０】
（２）本実施形態の運行業務管理装置１は、運行だけでなく乗務員を含む社員の勤務状況
や社員個別の無賃乗車の利用状況も知ることが可能であり、個人の月毎のバスを利用した
金額の集計となる無賃乗車個別集計データ８２等の加工処理が可能であるので、得られた
データを基にバス会社は、経営に必要な情報として活用することができる。
【００５１】
（３）本実施形態の運行業務管理装置１は、出勤した際、社員カード４０を勤務管理装置
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２１のカードリーダーライタ１１ｃにかざすことで、社員カード４０から勤務管理データ
ベース８０に出勤記録（出勤時間）を記憶すると共に、運行フラグデータ４７等の無賃乗
車に関わるデータを社員カード４０に書き込み記憶することができるので、勤務処理と無
賃乗車に関わる情報処理を一度に同時にすることができ、データの情報処理が迅速に行え
る。
【００５２】
（４）本実施形態の運行業務管理装置１は、運行フラグデータ４７が、無賃乗車であるか
否かを選別できると共に（Ｓ９）、運行開始時の処理（Ｓ３０）すなわち運行開始者の記
録が可能となるので、乗務員は、カードリーダライタ１１ａ、１１ｂに社員カード４０を
通すだけの簡単な処理で、運行開始者の記録ができるので、乗務員の作業性が向上する。
【００５３】
（５）社員カード４０は、運行の場合には運行準備として利用でき、社員が運行中でない
時には、運賃を払う替わりとして無賃で処理することに利用できるので、一つのカードで
多数の用途が利用できるため経済的であると共に携帯性に優れている。
【００５４】
（他の実施形態への変更例）
　以上説明した実施形態を他の実施形態へ変更した例を以下に示す。
　以上の本実施形態では、バスの運行時に必要な運行データが記載されたメモリカードリ
ッジ５０により運行処理装置１０と運行管理データベース１００等とのデータの授受を行
う方式で説明したが、社員カード４０にこれらメモリカードリッジ５０に納められるデー
タの読み書きを行うようにしてもよく、カード一枚で済むため、運行処理装置１にメモリ
ーカートリッジ５０を読み込むための装置又はスペースがいらなくて済むと共に、運行管
理と勤務管理とを結合することで、一貫した管理ができる。
【００５５】
　また、メモリカードリッジ５０にわざわざ運行データを度々記憶させる必要がなく、乗
務員にメモリカードリッジ５０を間違えて渡すこともないので、業務の迅速及び効率化に
繋がる。
【００５６】
　以上の本実施形態では、運行処理を行う際に、運行日付データ４８の日付とカレンダー
機能部７の日付とが一致するか否かを判別しているが（Ｓ９）、運行中には運行基本デー
タに関する情報に対してイニシャライズや更新処理ができないような処理を付加しても良
く、誤作動を防止することが可能である。
【００５７】
　以上の本実施形態では、運行処理を行う際に、運行日付データ４８の日付とカレンダー
機能部７の日付とが一致するか否かを判別しているが（Ｓ９）、日にちだけでなく運行す
る時間をもきめ細かく記憶することで、運行中の空き時間に乗務員がバスを利用した時で
も、無賃乗車として処理することができるので、柔軟に対応することが可能である。
【００５８】
　また、運行中にイニシャライズ処理されたり、運行データとして新たに更新記憶される
ことを防止することもできる。
【００５９】
　以上の本実施形態では、社員か否かの判別は、ＩＤデータ４２の番号により判定を行っ
たが、乗客と社員とを識別できるフラグ等の識別子を付与して判別を行っても良い。
【００６０】
　以上の本実施形態では、運営端末２５を１台としたが、複数台であっても良く、また運
営端末２５が、勤務管理装置２１又は運行管理装置２３が兼ねていても良い。
【００６１】
　以上の本実施形態では、エラー処理（Ｓ４０）を社員カード４０の紛失等によるエラー
処理（Ｓ４０）として使用したが、乗客に対するエラー処理として使用しても良い。
【００６２】
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　以上の本実施形態では、非接触ＩＣカード３０又は社員カード４０は、非接触のＩＣカ
ードで説明したが、磁気カード等であってもよく、データの読み書きができ、携帯できる
記憶媒体であればよい。例えば、携帯電話端末に記憶された記憶媒体等であっても良く、
特に納められている形状や形態は問わない。
【００６３】
（本実施形態の応用例）
　以上説明した本実施形態を応用した例として、バスに利用した運行業務管理装置１につ
いて説明したが、鉄道やワンマン鉄道等の運賃を支払うシステムに利用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】運行処理装置１０のシステム例を示す図。
【図２】総合管理システム装置２０のシステム例を示す図。
【図３】勤務管理データベース８０のデータの一例を示す図。
【図４】運行管理データベース１００のデータの一例を示す図。
【図５】社員カード４０に記憶されたデータの一例を示す図。
【図６】メモリカードリッジ５０に記憶されたデータの記憶領域の一例を示す図。
【図７】メモリカードリッジ５０に記憶された運行基本データ１０１の一例を示す図。
【図８】メモリカードリッジ５０に記憶された売上げデータ５９の一例を示す図。
【図９】運営端末２５で表示した売上げ集計データ６１の一例を示す図。
【図１０】運行処理装置１０のカード処理を示すフローチャート。
【図１１】運行処理装置１０の運行処理を示すフローチャート。
【図１２】運行処理装置１０のエラー処理を示すフローチャート。
【図１３】運行処理装置１０の社員による無賃処理を示すフローチャート。
【図１４】運行処理装置１０の液晶モニタ８の液晶表示部９にエラー処理で表示されるエ
ラー表示の一例を示す図。
【符号の説明】
【００６５】
　１・・・運行業務管理装置、２・・・乗車側カード処理装置、
　３・・・降車側カード処理装置、４・・・乗車側処理部、５・・・降車側処理部、
　６・・・記憶部、７・・・カレンダー機能部、８・・・液晶表示部、
　９・・・液晶モニタ、１０・・・運行処理装置、
　１１ａ，１１ｂ，１１ｃ・・・カードリーダライタ、
　２０・・・総合管理システム装置、２１・・・勤務管理装置、
　２２・・・勤務管理処理部、２３・・・運行管理装置、２４・・・運行管理処理部、
　２５・・・運営端末、３０・・・非接触ＩＣカード、４０・・・社員カード、
　４１・・・ＩＣカード記憶データ、４２・・・ＩＤデータ、４３・・・氏名データ、
　４４・・・基本データ記憶領域、４５・・・勤務データ記憶領域、
　４６・・・運行データ記憶領域、４７・・・運行フラグデータ、
　４８・・・運行日付データ、５０・・・メモリカードリッジ、
　５１・・・運行基本データ記憶領域、５２・・・運賃基本データ記憶領域、
　５３・・・売上げデータ記憶領域、５４・・・乗車地データ、５５・・・固有体番号、
　５６・・・降車地データ、５７・・・無賃乗車フラグデータ、
　５８・・・個別売上げデータ、５９・・・売上げデータ、６０・・・社内サーバ、
　６１・・・売上げ票、８０・・・勤務管理データベース、
　８１・・・無賃乗車履歴データ、８２・・・無賃乗車個別集計データ、
　８３・・・勤務履歴データ、１００・・・運行管理データベース、
　１０３・・・系統データ、１０４・・・停留所コードデータ、
　１０５・・・運賃区間データ、１０６・・・乗り継ぎ系統コードデータ、
　１０７・・・運行コードデータ、１２０・・・運賃管理データベース、
　１４０・・・顧客管理データベース。
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